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石 川 県 中 小 企 業 高 度 化 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 四 年 十 月 十 一 日

石 川 県 規 則 第 三 十 四 号

石 川 県 中 小 企 業 高 度 化 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 中 小 企 業 高 度 化 資 金 貸 付 規 則 （ 昭 和 四 十 三 年 石 川 県 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 中 「 別 表 第 一 ⑬ の 項 及 び 閲 の 項 に お い て 」 を 「 以 下 」 に 改 め 、 同 条 第 六 項 中 「 第 二 条 第 一 項 第 二 号 イ 」

を 「 第 三 条 第 一 項 第 二 号 イ 」 に 改 め る 。

第 九 条 及 び 第 十 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 担 保 及 び 保 証 ）

第 九 条 第 十 一 条 に 規 定 す る 貸 付 契 約 の 締 結 の 際 、 貸 付 金 の 交 付 を 受 け る 者 は 、 貸 付 対 象 施 設 そ の 他 貸 付 金 の 交 付 を

受 け る 者 が 提 供 し た 資 産 に 物 的 担 保 の 設 定 （ 以 下 「 担 保 の 設 定 」 と い う 。 ） を し 、 又 は 金 融 機 関 （ 預 金 保 険 法 （ 昭

和 四 十 六 年 法 律 第 三 十 四 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 金 融 機 関 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 保 証 若 し く は 商 工 会 議 所 、

商 工 会 そ の 他 の 団 体 に よ る 債 務 保 証 若 し く は 市 町 の 債 務 負 担 行 為 に 基 づ く 損 失 補 償 （ 以 下 「 金 融 機 関 保 証 等 」 と い

う 。 ） を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 知 事 が 債 権 の 保 全 に 支 障 が な い と 認 め る 場 合 に あ っ て は 、 担 保 の 設 定 を

す る こ と 、 又 は 金 融 機 関 保 証 等 を 受 け る こ と を 免 除 す る こ と が で き る 。

2 前 項 本 文 の 場 合 に お い て 、 貸 付 金 の 交 付 を 受 け る 者 は 、 知 事 が 債 権 の 保 全 に 支 障 が な い と 認 め る に 足 り る 担 保 の

設 定 を す る こ と 、 又 は 金 融 機 関 保 証 等 を 受 け る こ と が で き な い と き は 、 こ れ ら に 加 え て 、 知 事 が 適 当 と 認 め る 連 帯

保 証 人 を 立 て る こ と が で き る 。

3 第 一 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 貸 付 金 の 交 付 を 受 け る 者 が 、 担 保 の 設 定 を す る こ と 、 又 は 金 融 機 関 保 証 等 を 受

け る こ と が で き な い と き は 、 知 事 が 適 当 と 認 め る 連 帯 保 証 人 を 立 て る こ と を も つ て 、 こ れ に 代 え る こ と が で き る 。

4 知 事 は 、 債 権 の 保 全 上 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 は 、 貸 付 金 の 交 付 を 受 け た 者 （ 以 下 「 借 主 」 と い う 。 ） に 対 し 、

物 的 担 保 、 金 融 機 関 保 証 等 又 は 連 帯 保 証 人 （ 以 下 「 担 保 等 」 と い う 。 ） の 追 加 又 は 変 更 を 求 め る こ と が で き る 。

5 前 各 項 の 担 保 等 の 提 供 に 必 要 な 一 切 の 費 用 は 、 借 主 の 負 担 と す る 。

第 十 条 削 除

第 二 十 三 条 の 前 の 見 出 し を 削 り 、 同 条 に 見 出 し と し て 「 （ 貸 付 金 の 経 理 ） 」 を 付 す る 。

第 二 十 四 条 に 見 出 し と し て 「 （ 届 出 事 項 ） 」 を 付 す る 。

第 二 十 五 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

3 借 主 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 損 害 保 険 金 の 請 求 権 に つ い て 、 県 に 対 し 質 権 の 設 定 を し な け れ ば な ら な い 。

別 表 第 一 を 次 の よ う に 改 め る 。
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別表第 1 (第 3条、第4条関係）

番号 貸付対象事業 貸付けの対象者 貸付対象施設・資金

(1) 経営革新計画承認グループ事業（政令 経営革新計画承認グループ事業を行う 経営革新計画承認グル

第 3条第 1項第 1号イに規定する独立 中小企業等経営強化法（平成11年法律 ープ事業の用に供する

行政法人中小企業基盤整備機構の産業 第18号）第14条第 1項に規定する特定 土地、建物（関連施設

基盤整備業務を除く業務に係る業務運 事業者 を含む。以下同じ。）、

営、財務及び会計並びに人事管理に関 構築物（関連施設を含

する省令（平成16年経済産業省令第74 む。以下同じ。）又は

号。以下「省令」という。）第26条の 設備

基準に適合する事業であって別に定め

る基準に適合するもの）

(2) 下請振興事業計画承認グループ事業 下請振興事業計画承認グループ事業を 下請振興事業計画承認

（政令第 3条第 1項第 1号口に掲げる 行う下請中小企業振興法（昭和45年法 グループ事業の用に供

事業に規定する省令第27条の基準に適 律第145号）第 5条第 1項に規定する する土地、建物、構築

合する事業であって別に定める基準に 下請事業者等 物又は設備

適合するもの）

(3) 総合効率化計画認定グループ事業（政 総合効率化計画認定グループ事業を行 総合効率化計画認定グ

令第 3条第 1項第 1号ハに規定する省 う流通業務の総合化及び効率化の促進 ループ事業の用に供す

令第27条の 2の基準に適合する事業で に関する法律（平成17年法律第85号） る土地、建物、構築物

あって別に定める基準に適合するもの） 第 2条第17号に規定する中小企業者 又は設備

(4) 施設集約化事業（政令第 3条第 1項第 施設集約化事業を行う次のいずれかの 施設集約化事業の用に

2号イから二までに規定する事業のう もの 供する土地、建物、構

ち、次のいずれかに該当するものであ ① 事業協同組合若しくは協同組合連 築物又は設備

つて、別に定める基準に適合するもの 合会又は事業協同小組合

① 省令第28条第 1項第 1号イの要件 ② ①に掲げるものの組合員又は所属

に該当する事業 員（以下「組合員等」という。）で

② 省令第29条第 1項第 1号イの要件 ある特定中小事業者、企業組合又は

に該当する事業 協業組合

③ 省令第30条第 1項第 1号の基準に ③ 協業組合、合併会社又は出資会社

適合し、かつ、同条第 2項の要件に

該当する事業

④ 省令第31条第 1項第 1号の基準に

適合し、かつ、同条第 2項第 1号イ

の要件に該当する事業

⑤ 省令第31条第 1項第 2号の基準に

適合し、かつ、同条第4項の要件に

該当する事業）

(5) 共同施設事業（政令第 3条第 1項第 2 共同施設事業を行う次のいずれかのも 共同施設事業の用に供

号イ又は口に規定する事業のうち、次 の する土地、建物、構築

のいずれかに該当するものであって、 ① 特定中小企業団体 物又は設備

別に定める基準に適合するもの ② ①に掲げるものの組合員等である

① 省令第28条第 1項第 1号ハの要件 特定中小事業者、企業組合又は協業

に該当する事業 組合

② 省令第29条第 1項第 1号口の要件 ③ 企業組合又は協業組合

に該当する事業）

(6) 設備リース事業（政令第 3条第 1項第 設備リース事業を行う特定中小企業団 設備リース事業の用に

2号イに規定する事業のうち、省令第 体 供する設備
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28条第 1項第 1号ハの要件に該当し、

かつ、組合員等の生産の効率化、経営

の合理化その他の改善に必要とする設

備を取得し、当該設備を組合員等に買

取予約付きで賃貸するものであって、

別に定める基準に適合するもの）

(7) 企業合同事業（政令第 3条第 1項第 2 企業合同事業を行う合併会社又は出資 企業合同事業の用に供

号ハからホまでに規定する事業のうち、 会社 する土地、建物、構築

次のいずれかに該当するものであって、 物又は設備

別に定める基準に適合するもの

① 省令第30条第 1項第 2号の基準に

適合する事業

② 省令第30条第 1項第 5号の基準に

適合する事業

③ 省令第30条第 1項第 6号の基準に

適合する事業

④ 省令第31条第 1項第4号の基準に

適合する事業

⑤ 省令第31条第 1項第 7号の基準に

適合する事業

⑥ 省令第31条第 1項第 8号の基準に

適合する事業

⑦ 省令第32条の要件に該当し、かつ、

省令第33条の基準に適合する事業）

(8) 集団化事業（政令第 3条第 1項第 3号 集団化事業を行う事業協同組合若しく 集団化事業の用に供す

に規定する省令第34条第 1項の基準に は協同組合連合会又は当該組合若しく る土地、建物、構築物

適合する事業であって別に定める基準 は連合会の組合員若しくは所属員であ 又は設備

に適合するもの） る特定中小事業者（政令第 3条第 1項

第 3号に規定する特定中小事業者をい

う。以下同じ。）、企業組合若しくは協

業組合

(9) 集積区域整備事業（政令第 3条第 1項 集積区域整備事業を行う事業協同組合 集積区域整備事業の用

第4号に規定する省令第35条第 1項の 若しくは協同組合連合会、商店街振興 に供する土地、建物、

基準に適合する事業であって別に定め 組合若しくは商店街振興組合連合会で 構築物又は設備

る基準に適合するもの） あってその直接若しくは間接の構成員

たる事業者の 3分の 2以上が特定中小

事業者、企業組合若しくは協業組合で

あるもの又はこれらの組合若しくは連

合会の組合員若しくは所属員である中

小企業者

(10) 地域産業創造基盤整備事業（政令第 3 地域産業創造基盤整備事業を行う特定 地域産業創造基盤整備

条第 2項第 1号に規定する省令第36条 会社（政令第 3条第 2項第 1号に規定 事業の用に供する土地、

第 1号イに規定する地域産業の創造に する特定会社をいう。以下同じ。）、 一 建物、構築物又は設備

関する計画、同号口に規定する地場産 般社団法人等（同号に規定する一般社

業の振興に関する計画又は同号ハに規 団法人等をいう。以下同じ。）、商工会

定する認定支援計画に基づいて実施す 等（同号に規定する商工会等をいう。

る事業であって、別に定める基準に適 以下同じ。）又は市町
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合するもの）

(11) 商店街整備等支援事業（政令第 3条第 商店街整備等支援事業を行う特定会社、 商店街整備等支援事業

2項第 2号に規定する省令第37条第 1 一般社団法人等又は商工会等 の用に供する土地、建

号イに規定する商店街整備等支援計画、 物、構築物又は設備

同号口に規定する認定特定民間中心市

街地活性化事業計画若しくは認定特定

民間中心市街地経済活力向上事業計画

又は同号ハに規定する商店街活性化支

援事業計画に基づいて実施する事業で

あって、別に定める基準に適合するも

の）

(12) 地域産業創造基盤整備活性化事業（法 地域産業創造基盤整備活性化事業を行 地域産業創造基盤整備

第15条第 1項第25号に掲げる業務とし う特定会社、 一般社団法人等、商工会 活性化事業の用に供す

て過去に(10)の項に掲げる事業を行った 等又は市町 る土地、建物、構築物

者が、中小企業者の経営環境の変化に 又は設備

対応するため又は既存施設の陳腐化、

老朽化等を解消するために施設を再整

備する事業 ((10)の項に掲げるものを除

く。）であって、別に定める基準に適

合するもの）

(13) 商店街整備等活性化支援事業（法第15 商店街整備等活性化支援事業を行う特 商店街整備等活性化支

条第 1項第25号に掲げる業務として過 定会社、 一般社団法人等又は商工会等 援事業の用に供する土

去に(11)の項に掲げる事業を行った者が、 地、建物、構築物又は

中小企業者の経営環境の変化に対応す 設備

るため又は既存施設の陳腐化、老朽化

等を解消するために施設を再整備する

事業 ((11)の項に掲げるものを除く。）

であって、別に定める基準に適合する

もの）

忌砥罠 l三S活88密廿「別表第 1(10)の項又は(11)の項」如 「別表第 1(8)の項又は(9)の項」旦＇「専有する」如「占

有する」旦'「1.05パーセント」如「0.4パーセント」旦活袋＇匡活◎ S密廿「別表第 1(5)の項、 (6)の項又は(8)の項か

ら(10)の項」如「別表第 1(5)の項から(8)の項」旦'「1.05パーセント」如「0.4パーセント」旦封妥＇匝活◎ 8密廿「(11)

の項」如「(9)の項」旦＇「同表 (10)の項」如「同表(8)の項」旦'「1.05パーセント」如「0.4パーセント」旦洛袋＇匡活

@8密廿「若しくは(3)の項から(11)の項」如「から(9)の項」旦＇「同表 (14)の項若しくは(15)の項」如「同表(12)の項若しく

は(13)の項」旦'「1.05パーセント」如「0.4パーセント」旦活袋＇匡楽さ S活88密廿「(11)の項」如 「(9)の項」旦'

「同表(12)の項若 しくは(13)の項」如 「同表(10)の項若 しくは(11)の項」旦活袋'「100分の90以内又は」如苺£;:¥, 匡活◎S密

廿「当該事業の用に供する施設」如「事業用施設」旦洛袋心゜

忌品送誓踪 1rrμ:, 廿

「7 連帯保証人の承諾書

8 事業実施計画書 如

9 その他資料

「7 次の（イ）から（ハ）までのいずれかに該当する場合は、それぞれ当該（イ）から（ハ）までに定める書類

（イ） 貸付対象施設等を担保として提供する場合 担保物件の登記事項証明書

（口） 金融機関保証等を受ける場合 当該金融機関等保証等の内容を証する書類

（ハ）連帯保証人を立てる場合 連帯保証人の承諾書

8 事業実施計画書

9 その他資料

旦洛袋心゚
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公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 規 則 は 、

（ 経 過 措 置 ）

2 こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 中 小 企 業 高 度 化 資 金 貸 付 規 則 の 規 定 に よ り 貸 し 付 け た 貸 付 金 に つ い て は 、 な お 従

前 の 例 に よ る 。

（ 金 融 機 関 保 証 適 用 時 の 特 例 ）

3 こ の 規 則 の 施 行 の 日 か ら 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 、 金 融 機 関 の 保 証 の み に よ る 債 権 の 保 全 で 貸 付

け の 決 定 を 行 う 貸 付 契 約 に お け る 貸 付 金 の 額 に つ い て は 、 改 正 後 の 別 表 第 二 の 規 定 に か か わ ら ず 、 設 置 資 金 の 百 分

の 九 十 以 内 と す る 。

4 こ の 規 則 の 施 行 の 日 か ら 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 、 金 融 機 関 の 保 証 の み に よ る 債 権 の 保 全 で 貸 付

け の 決 定 を 行 う 貸 付 契 約 に お け る 貸 付 け に 係 る 利 率 に つ い て は 、 改 正 後 の 別 表 第 二 の 規 定 に か か わ ら ず 、 知 事 が 別

に 定 め る 。

出 涸 応 歯 叫
D

享
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令和 4年 10月 11日（火曜日） 石川 県 公 報 号 外

(1箇月 2,350円送料とも） 発行人 〒920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石 川 県

印刷所〒921-8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 閥 共 栄 TEL(076)292-2236
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